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刑 企 第 7 7 号

令 和 ６ 年 ３ 月 2 8 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

犯罪捜査規範及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関す

る法律施行規則の一部を改正する規則の制定について

犯罪捜査規範及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法

律施行規則の一部を改正する規則（令和６年国家公安委員会規則第４号。以下「改正規

則」という。）が、本年３月15日、別添１のとおり公布された。

改正規則のうち、犯罪捜査規範（昭和32年国家公安委員会規則第２号）の改正の趣旨

等については下記のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

記

１ 改正の趣旨及び概要

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第52号。以下「困難

女性支援法」という。）附則第４条により、売春防止法（昭和31年法律第118号）が一

部改正され、売春をする目的で勧誘等を行った女性に対する補導処分、婦人補導院へ

の収容、保護更生等について規定していた同法第３章及び第４章が削除されることと

なった（官報については、別添２）。

困難女性支援法による改正前の売春防止法第26条第２項の規定において、更生保護

法（平成19年法律第88号）第63条を準用する旨が掲げられ、地方更生保護委員会又は

保護観察所の長は、保護観察に付されている者について、正当な理由なく一定の住居

に居住しないとき等には、引致状によりその者を引致することが可能とされているほ

か、保護観察官に引致状を執行させることが困難であるときは、警察官に嘱託するこ

とが可能とされている。

犯罪捜査規範第268条においては、売春防止法第26条第２項において準用する場合を

含む更生保護法第63条に定める引致状の執行について、第257条（検察官の指揮による

執行）、第259条（有効期間内に執行不能の場合）及び第260条（勾引状等執行不適の場

合）の規定を準用する旨を定めていたところ、売春防止法第26条第２項の規定を含む

同法第３章及び第４章が削除されることから、犯罪捜査規範第268条のうち売春防止法

第26条第２項に係る部分を削除する改正を行うものである。

２ 施行期日

令和６年４月１日

【本件担当】

刑 事 企 画 課 刑 事 部 企 画 係



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た

め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

（
関
連
施
策
の
活
用
）

第
五
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
必
要
に
応
じ
て
福
祉
、
保
健
医
療
、
労
働
、
住
ま
い
及
び
教
育
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
施
策
の
活
用
が

図
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
密
な
連
携
）

第
六
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
行
う
機
関

と
福
祉
事
務
所（
社
会
福
祉
法（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
い
う
。）、

児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
福
祉
施
設
を
い
う
。）、
保
健
所
、
医
療
機
関
、
職
業
紹
介
機
関
（
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働

者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
職
業
紹
介
機
関
を
い
う
。）、
職
業
訓
練
機
関
、
教
育
機
関
、
都
道
府
県
警
察
、日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー（
総

合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。）、

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。）そ
の
他
の
関
係

機
関
と
の
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等

（
基
本
方
針
）

第
七
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以

下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
次
条
第
一
項
の
都
道
府
県
基
本
計
画
及
び
同
条
第
三
項
の

市
町
村
基
本
計
画
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政

機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
律
第
五
十
二
号

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
六
条
）

第
二
章

基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
三
章

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
援
等
（
第
九
条

第
十
五
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
六
条

第
二
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
女
性
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
に
当
た
り
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
様
々
な
困
難

な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ

の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
推
進
し
、
も
っ
て
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
及
び
女
性
が
安
心
し
て
、
か
つ
、
自
立
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
」
と
は
、
性
的
な
被
害
、
家
庭
の
状
況
、
地
域
社
会
と

の
関
係
性
そ
の
他
の
様
々
な
事
情
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
（
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
女
性
を
含
む
。）を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

女
性
の
抱
え
る
問
題
が
多
様
化
す
る
と
と
も
に
複
合
化
し
、
そ
の
た
め
に
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
が
ら
、
抱
え
て
い
る
問
題
及
び
そ
の
背
景
、

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
た
最
適
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
福
祉
が
増
進
さ
れ
る
よ

う
、
そ
の
発
見
、
相
談
、
心
身
の
健
康
の
回
復
の
た
め
の
援
助
、
自
立
し
て
生
活
す
る
た
め
の
援
助
等
の
多
様
な

支
援
を
包
括
的
に
提
供
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
が
、
関
係
機
関
及
び
民
間
の
団
体
の
協
働
に
よ
り
、
早
期
か
ら
切
れ
目

な
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

人
権
の
擁
護
を
図
る
と
と
も
に
、
男
女
平
等
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
こ
と
。



別添２



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
都
道
府
県
基
本
計
画
等
）

第
八
条

都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の

た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
基
本
計
画
」
と
い
う
。）を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

二

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
実
施
内
容
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

３

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）は
、
基
本
方
針
に
即
し
、
か
つ
、
都
道
府
県
基
本
計
画
を
勘
案
し
て
、

当
該
市
町
村
に
お
け
る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
基
本
計
画
」
と
い
う
。）を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
都
道
府
県
基
本
計
画
又
は
市
町
村
基
本
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
、
都
道
府
県
基
本
計
画
又
は
市
町
村
基
本
計
画
の
作
成
の
た

め
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
援
等

（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

第
九
条

都
道
府
県
は
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指

定
都
市
」
と
い
う
。）は
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
し
、
主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
業
務
を

行
う
も
の
と
す
る
。

一

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
い
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
立
場
に
立
っ

て
相
談
に
応
ず
る
こ
と
又
は
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
員
若
し
く
は
相
談
を
行
う
機
関
を
紹

介
す
る
こ
と
。

二

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
そ
の
家
族
を
同
伴
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
困

難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
そ
の
同
伴
す
る
家
族
。
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
緊
急
時
に
お
け
る
安
全
の
確
保
及
び
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。

三

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
心
身
の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
、
医
学
的
又
は
心
理
学
的
な
援
助
そ
の
他
の

必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

四

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
就
労
の
支
援
、
住
宅
の
確
保
、

援
護
、
児
童
の
保
育
等
に
関
す
る
制
度
の
利
用
等
に
つ
い
て
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

五

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
居
住
し
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
、
情
報
の
提

供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
女
性
自
立
支
援
施
設
）

第
十
二
条

都
道
府
県
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
を
入
所
さ
せ
て
、
そ
の
保
護
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
心
身

の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
の
医
学
的
又
は
心
理
学
的
な
援
助
を
行
い
、
及
び
そ
の
自
立
の
促
進
の
た
め
に
そ
の
生

活
を
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
（
以
下「
自
立
支
援
」と
い
う
。）

を
目
的
と
す
る
施
設
（
以
下
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
と
い
う
。）を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
は
、
女
性
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
自
立
支
援
を
、
そ
の
対
象
と
な
る
者
の
意
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

自
ら
行
い
、
又
は
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

女
性
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
自
立
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
者
が
監
護
す
べ
き
児
童
を
同
伴
す

る
場
合
に
は
、
当
該
児
童
の
状
況
に
応
じ
て
、
当
該
児
童
へ
の
学
習
及
び
生
活
に
関
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る
も
の
と

す
る
。

（
民
間
の
団
体
と
の
協
働
に
よ
る
支
援
）

第
十
三
条

都
道
府
県
は
、困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
と
協
働
し
て
、

そ
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
つ
い
て
、
そ
の
意
向
に
留
意
し
な
が
ら
、
訪
問
、
巡

回
、
居
場
所
の
提
供
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
、
関
係
機
関
へ
の
同
行
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法

に
よ
り
、
そ
の
発
見
、
相
談
そ
の
他
の
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
と
協
働
し
て
、
そ
の
自

主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
つ
い
て
、
そ
の
意
向
に
留
意
し
な
が
ら
、
前
項
の
業
務
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
民
生
委
員
等
の
協
力
）

第
十
四
条

民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
定
め
る
民
生
委
員
、
児
童
福
祉
法
に
定
め
る
児

童
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
に
定
め
る
人
権
擁
護
委
員
、
保
護
司
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
号
）
に
定
め
る
保
護
司
及
び
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
定

め
る
更
生
保
護
事
業
を
営
む
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
女
性
相
談
支
援
員

に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

４

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
支
援
の
対
象
と
な
る
者
の
抱
え
て
い
る

問
題
及
び
そ
の
背
景
、
心
身
の
状
況
等
を
適
切
に
把
握
し
た
上
で
、
そ
の
者
の
意
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
最
適
な
支

援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
所
長
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
置
く
。

６

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
第
三
項
第
二
号
の
一
時
保
護
を
行
う
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
三
項
第
二
号
の
一
時
保
護
は
、
緊
急
に
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
場
合
に
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
、
自
ら
行
い
、
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者
に

委
託
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

８

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
、

正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

９

第
三
項
第
二
号
の
一
時
保
護
に
当
た
っ
て
は
、そ
の
対
象
と
な
る
者
が
監
護
す
べ
き
児
童
を
同
伴
す
る
場
合
に
は
、

当
該
児
童
の
状
況
に
応
じ
て
、
当
該
児
童
へ
の
学
習
に
関
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

10

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
と
の
連
携
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

11

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
長
に
よ
る
報
告
等
）

第
十
条

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
長
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
で
あ
っ
て
配
偶
者
の
な
い
も
の
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
事
情
に
あ
る
も
の
及
び
そ
の
者
の
監
護
す
べ
き
児
童
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
母
子
保
護
の
実
施
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
当
該
母
子
保
護
の
実
施
に
係
る
都

道
府
県
又
は
市
町
村
の
長
に
報
告
し
、
又
は
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
女
性
相
談
支
援
員
）

第
十
一
条

都
道
府
県
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
を
含
む
。
第
二
十
条
第
一
項
（
第
四
号
か

ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性
に
つ
い
て
、
そ
の
発
見
に
努
め
、
そ
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
、
及
び
専
門
的
技
術
に
基
づ
い
て

必
要
な
援
助
を
行
う
職
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
女
性
相
談
支
援
員
」
と
い
う
。）を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
を
除
く
。
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
女
性
相
談
支
援
員
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

女
性
相
談
支
援
員
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
能
力
及
び
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有

す
る
人
材
の
登
用
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
支
援
調
整
会
議
）

第
十
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
適
切
か
つ
円
滑

に
行
う
た
め
、
関
係
機
関
、
第
九
条
第
七
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
、
困
難
な
問

題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
及
び
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
従

事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
援
調
整
会
議
」
と
い
う
。）を
組
織
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

支
援
調
整
会
議
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
適
切
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交

換
を
行
う
と
と
も
に
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
内
容
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

支
援
調
整
会
議
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関

係
機
関
等
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

関
係
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
援
調
整
会
議
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
正

当
な
理
由
が
な
く
、
支
援
調
整
会
議
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関

当
該
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者

二

法
人

当
該
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

支
援
調
整
会
議
を
構
成
す
る
者
又
は
当
該
者
で
あ
っ
た
者

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
調
整
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
支
援
調
整
会
議
が

定
め
る
。

第
四
章

雑
則

（
教
育
及
び
啓
発
）

第
十
六
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
し
国
民
の

関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
己
が
か
け
が
え
の
な
い
個
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
の
涵か
ん

養
に
資
す
る
教

育
及
び
啓
発
を
含
め
、
女
性
が
困
難
な
問
題
を
抱
え
た
場
合
に
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
適
切
に
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
等
の
補
助
）

第
二
十
一
条

都
道
府
県
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
三

以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
法
令

及
び
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
の
当

該
活
動
に
要
す
る
費
用
（
前
条
第
一
項
第
六
号
の
委
託
及
び
同
条
第
三
項
の
委
託
に
係
る
委
託
費
の
対
象
と
な
る
費

用
を
除
く
。）の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
の
負
担
及
び
補
助
）

第
二
十
二
条

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費

用
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
十
分
の
五
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

も
の
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）

二

市
町
村
が
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用

３

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
同
項

第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
市
町
村
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
並
び
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村

が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章

罰
則

第
二
十
三
条

第
九
条
第
八
項
又
は
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定

公
布
の
日

二

附
則
第
三
十
四
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四

年
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

三

附
則
第
三
十
五
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律

第

号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

四

附
則
第
三
十
六
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
る
者
の
権
利
を
擁

護
す
る
仕
組
み
の
構
築
及
び
当
該
支
援
の
質
を
公
正
か
つ
適
切
に
評
価
す
る
仕
組
み
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
調
査
研
究
の
推
進
）

第
十
七
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
資
す
る
た
め
、
効
果
的
な
支
援
の

方
法
、
そ
の
心
身
の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
の
方
法
等
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
等
）

第
十
八
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
従
事
す
る
者
の
適
切
な
処
遇
の
確

保
の
た
め
の
措
置
、
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
係
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
民
間
の
団
体
に
対
す
る
援
助
）

第
十
九
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体

に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
支
弁
）

第
二
十
条

都
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
限
る
。）を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
要
す
る
費
用
（
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。）

二

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
一
時
保
護
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
を
含
む
。）及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費

用
三

都
道
府
県
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
に
要
す
る
費
用

四

都
道
府
県
が
設
置
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
に
要
す
る
費
用

五

都
道
府
県
が
行
う
自
立
支
援
（
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
を

含
む
。）及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費
用

六

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
自
ら
行
い
、
又
は
民
間
の
団
体
に
委
託
し
て
行
う
困
難
な
問
題

を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
要
す
る
費
用

２

市
町
村
は
、
市
町
村
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
は
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
自
ら
行
い
、
又
は
民
間
の
団
体
に
委
託
し
て
行
う
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
第
六
条

前
条
の
者
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時

に
お
い
て
刑
の
執
行
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
売
春
防
止
法
第
五
条
の
罪
と
他
の
罪
と
に
つ
き
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
、
旧
売
春
防
止
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
り
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
旧
売
春
防
止
法
第
五
条
の
罪
の
刑
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な

い
。

第
七
条

施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
か
ら
退
院
し
た
者
及
び
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
補
導
処
分
の
執

行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
者
に
係
る
更
生
緊
急
保
護
（
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
更
生
緊
急
保
護
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す

る
援
助
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
更
生
保
護
法
第
八
十
八
条
の
二
に
規

定
す
る
援
助
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
更
生
保
護
法
第

八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
更
生
緊
急
保
護
及
び
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
規
定
す
る
者
の
例
に
よ
る
。

（
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所
は
、
女

性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
同
条
第
三

項
第
三
号
の
一
時
保
護
及
び
そ
の
委
託
は
、
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
一
時

保
護
及
び
そ
の
委
託
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
行
わ
れ
る
女
性
相
談
支
援
員
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
売

春
防
止
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
婦
人
相
談
員
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
第

十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
材
と
し
て
、
そ
の
登
用
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
は
、
女
性
自
立
支

援
施
設
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
同
条
の
収
容
保
護
及
び
そ

の
委
託
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
自
立
支
援
及
び
そ
の
委
託
と
み
な
す
。

（
旧
売
春
防
止
法
に
規
定
す
る
費
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

施
行
日
前
に
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
費
用
に
つ

い
て
の
都
道
府
県
及
び
市
の
支
弁
並
び
に
国
の
負
担
及
び
補
助
並
び
に
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
費

用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
）

第
十
条

婦
人
補
導
院
法
は
、
廃
止
す
る
。

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
金
の
支
給
及
び
旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
九
条
の
規
定
に

よ
る
遺
留
金
品
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、こ
れ
ら
に
関
す
る
事
務
は
、

法
務
省
令
で
定
め
る
法
務
省
の
職
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
項
を
削
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
条
」
に
改
め
る
。

（
地
方
財
政
法
及
び
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

一

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
条
第
十
号

二

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項

（
公
職
選
挙
法
及
び
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」

に
改
め
る
。

一

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

二

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
六
十
条
第
一
項
第
三
号

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
、「
疑
」
を
「
疑
い
」
に
、「
左

の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
改
め
、「
若
し
く
は
補
導
処
分
」
を
削
る
。

（
電
波
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
第
三
号
中
「
、
少
年
鑑
別
所
法
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
法
」
に
改
め
、「
及
び
婦
人
補

導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
補
導
院
」
を
削
る
。

（
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

社
会
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）」を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）」に
、「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」

に
改
め
る
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
お
い
て
も
、
第
七
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
基
本
方
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
基
本
方
針
と
み
な
す
。

（
売
春
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
章

補
導
処
分
（
第
十
七
条

第
三
十
三
条
）

第
四
章

保
護
更
生
（
第
三
十
四
条

第
四
十
条
）

附
則

」を
「
附
則
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、「
と
と
も
に
、
性
行
又
は
環
境
に
照
し
て
売
春
を
行
う
お
そ
れ
の

あ
る
女
子
に
対
す
る
補
導
処
分
及
び
保
護
更
生
の
措
置
を
講
ず
る
」
を
削
る
。

第
三
章
及
び
第
四
章
を
削
る
。

（
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
に
係
る
措
置
）

第
五
条

政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
（
以
下
「
旧
売
春
防
止
法
」
と
い
う
。）第
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
（
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
。
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て「
旧
婦
人
補
導
院
法
」と
い
う
。）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
補
導
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）か
ら
退
院
し
、
又
は
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
条
の

規
定
に
よ
り
補
導
処
分
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
者
以
外
の
も
の
が
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
必
要

に
応
じ
て
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
者
に
対
す
る
当
該
支
援
に
関
す
る
情
報

の
提
供
、
関
係
機
関
の
連
携
を
図
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
婦
人

相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
婦
人
相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
る
。

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
市
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、「
含

む
。）」
の
下
に
「
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な
事
務
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
都
道
府
県
知
事
の
委
嘱
す
る
婦
人

相
談
員
」
を
「
都
道
府
県
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
市
」
を
「
市
町
村
」
に
、「
そ
の

長
の
委
嘱
す
る
婦
人
相
談
員
」
を
「
市
町
村
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
市
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
る
。

（
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

更
生
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
、
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
削
る
。

第
十
六
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
四

項
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
並
び
に
売
春
防
止
法
第
二
十
五
条
第
四
項
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
削
り
、「
、
少
年
院
の
長
又
は
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
「
又

は
少
年
院
の
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「（
売
春
防
止
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
及
び「（
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
一
号
中
「
こ
の
法
律
及
び
売
春
防
止
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、」を
削
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
十
二
条
第
三
項
中
「
少
年
法
」
を
「
又
は
少
年
法
」
に
改
め
、「
、
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
処
分
を
受
け
て
退
院
す
る
と
き
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
売
春
防
止
法

第
十
七
条
の
処
分
を
受
け
て
婦
人
補
導
院
に
在
院
し
て
い
る
場
合
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」に
改
め
、

「
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」に
改
め
る
。

一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
五

二

矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号

三

再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
第
二
項

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
婦
人
補
導
院
」
を
削
る
。

（
矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
、「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改

め
る
。

（
激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

激
甚じ
ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
」
を
「
困
難
な
問

題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、「
婦
人
保
護

施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、「
収
容
保
護
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
」
に
改
め
る
。

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
婦
人

相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
る
。

（
児
童
手
当
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
四
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人

保
護
施
設
（
以
下
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
（
同
号
に
お
い
て
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
法
及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
少
年
鑑
別
所
又
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
又
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め

る
。

一

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
第
八
号

二

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
九
号

（
更
生
保
護
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

更
生
保
護
事
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
を
同
項
第

九
号
と
す
る
。

（
更
生
保
護
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条

施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
は
、
更
生
保
護
事
業
法
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
と
み
な
す
。

（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、「
婦
人
相
談
員
」
を
「
女
性
相
談
支
援

員
」
に
改
め
る
。

（
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
三
十
二
条

施
行
日
が
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で

あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
う
ち
更
生
保
護
法
第
十
六
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第

八
号
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
、「
第
六

号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
」
と
す
る
。

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
四
号
中
「
売
春
防
止
法
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和

四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
」
に
改
め
る
。
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（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
二
十
三
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
三
条
の
三
中
「
売
春

防
止
法
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

削
除

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
三
第
十
八
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実

施
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
当
該
」
を
「
当
該
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
又
は
当
該
」
に
改

め
る
。

（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
う
ち
更
生
保
護
事
業
法
第
二
条
第
二
項
第
十
号
の
改
正
規
定
中
「
同
項
第
十
号
」
を
「
同
項
第
九
号
」

に
改
め
る
。

（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
売
春
防
止
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法

第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。

第
二
百
二
十
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
九

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
十
三
条

第
四
百
七
十
一
条
中
「
第
二
条
第
二
項
第
十
号
」
を
「
第
二
条
第
二
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び
旧
売
春
防
止
法
第
三
章
に
規
定
す
る
補
導
処
分
に
関
す
る
事
項
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
を
削
る
。

（
法
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
、
補
導
処
分
」
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
、
少
年
院
又
は
婦
人
補
導
院
」
を

「
又
は
少
年
院
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
婦
人
補
導
院
」
を
削
る
。

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条

削
除

第
十
六
条
第
一
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
八
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

金
子

恭
之

法
務
大
臣

古
川

禎
久

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之
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